
埼玉県入間市（一般市）

【照会先】生活支援課・04-2964-1111

令和５年４月から相談窓口が更に拡大

家計改善支援事業

人口 145,360人 保護率 0.9％

新規相談受付件数（人口10万人当たり） 1.0／月

プラン作成件数（人口10万人当たり） 0.5／月

就労支援対象者数（人口10万人当たり） 5.4／月

任意事業等の実施状況

支援会議 就労準備 家計改善 シェルター 地域居住 子ども

× ○ ○ × × ○

１．基本情報

２．支援状況

３．事業の概要等

実施方法

★随意契約による単年契約
直営＋委託（埼玉県社会福祉士会）

・自立相談支援事業・家計改善支援事業も同一の事業者に委託し、
一体的に実施

事業概要

家計改善支援員２名を配置。家計に課題を抱える生活困窮者が生活の再生
に向けた意欲を持ち、自身の家計を管理する力を高め、早期の生活の再生
を支援するため、本人の家計の状況を明らかにし、必要な情報提供及び専
門的な助言・指導等を行い、状態に応じた継続的な改善支援を実施する。

事業費 9,178千円

その他
特記事項

令和4年4月から総合相談支援室内に、生活困窮者自立支援相談（自立相
談・家計改善支援）・一般・専門相談(人権・法律）の相談窓口を設け、包
括的な相談支援を始動しています。

４．事業の実績 ( R 4年度 )（令和５年４月１日現在）

（令和４年度）

（令和４年度）

（令和５年度）

【課題別分類】➃

家計改善支援相談件数 家計改善支援 プラン利用者数

18件 8件
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